
◆
議
案
第
７
号

　

令
和
３
年
度
龍
ケ
崎
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
10
号
）

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
７
億
３
８
１
６

万
２
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
２
７
３
億
２

９
４
３
万
７
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

（
主
な
事
業
等
）

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

接
種
体
制
確
保
事
業

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊

急
教
育
対
策
費

◎
質
疑

金
剛
寺
議
員　

職
員
定
年
延
長
制
度

導
入
支
援
費
に
つ
い
て
、
地
方
公
務

員
法
の
定
年
延
長
に
関
す
る
改
正
内

容
及
び
、
導
入
支
援
業
務
の
内
容
と

委
託
先
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

総
務
部
長　

定
年
延
長
に
係
る
制
度

改
正
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
令
和
３

年
６
月
11
日
に
公
布
さ
れ
、
国
家
公

務
員
法
の
定
年
を
基
準
と
し
、
地
方

公
務
員
に
つ
い
て
も
国
家
公
務
員
と

同
様
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
法
改
正
は
、
令
和
５
年
４
月

１
日
に
施
行
さ
れ
、
定
年
年
齢
を
令

和
５
年
に
61
歳
と
し
、
そ
れ
以
降
、

２
年
ご
と
に
１
歳
ず
つ
段
階
的
に
引

上
げ
、
最
終
的
に
は
令
和
13
年
度
に

制
度
が
完
成
し
、
令
和
14
年
度
に
65

歳
を
迎
え
る
者
か
ら
65
歳
定
年
退
職

と
な
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
役
職
定

年
制
や
給
与
に
関
す
る
措
置
等
が
新

た
に
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
な
り
ま

す
。

　

導
入
支
援
業
務
の
内
容
は
、
条
例
・

規
則
へ
の
影
響
調
査
、
条
例
・
規
則

整
備
の
支
援
、
職
員
向
け
の
研
修
資

料
の
作
成
業
務
等
を
想
定
し
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
委
託
先
は
、
例
規
等
の
業

務
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
業
者
を
想

定
し
て
い
ま
す
。

◆
議
案
第
８
号

　

令
和
３
年
度
龍
ケ
崎
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
４
９
万
５
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
そ
れ
ぞ
れ
69
億
８
７
５
４
万
１

千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

内
容
は
、
職
員
給
与
費
の
増
減
調

整
の
ほ
か
、
賦
課
方
式
の
変
更
な
ど

に
伴
う
国
民
健
康
保
険
シ
ス
テ
ム
修

正
経
費
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

◎
質
疑

伊
藤
議
員　

国
民
健
康
保
険
シ
ス
テ

ム
修
正
費
に
つ
い
て
、
修
正
の
内
容

を
伺
い
ま
す
。

健
康
づ
く
り
推
進
部
長　

令
和
４
年

度
に
国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
方
式

が
４
方
式
か
ら
２
方
式
へ
変
更
さ
れ

る
こ
と
へ
の
対
応
、
ま
た
、
同
じ
く

令
和
４
年
度
か
ら
導
入
予
定
の
国
民

健
康
保
険
税
の
子
ど
も
の
均
等
割
５

割
軽
減
へ
の
対
応
に
係
る
も
の
で

す
。

◆
報
告
第
１
号

　

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て
（
令
和
３
年
度
龍
ケ
崎
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
９
号
））

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５
１
５
３
万
７

千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
２
６
５
億
９
１
２

７
万
５
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

内
容
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
者
の
う
ち
、
自
宅
療
養
を
選
択

さ
れ
た
方
で
、
療
養
期
間
中
の
自
力

で
の
食
料
品
等
の
確
保
が
困
難
な
方

に
対
し
、
自
宅
へ
保
存
食
等
を
届
け

る
生
活
支
援
等
に
係
る
感
染
拡
大
防

止
対
策
費
及
び
感
染
拡
大
防
止
対
策

を
引
き
続
き
行
う
協
力
事
業
者
に
対

し
て
、
支
援
金
を
支
給
す
る
緊
急
経

済
対
策
費
を
計
上
し
た
も
の
で
す
。

◎
質
疑

岡
部
議
員　

感
染
症
拡
大
防
止
対
策

等
協
力
事
業
者
支
援
事
業
に
つ
い

て
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
事
業
化
に

至
っ
た
経
緯
、
特
に
緊
急
を
要
す
る

と
判
断
し
た
理
由
に
つ
い
て
伺
い
ま

す
。

産
業
経
済
部
長　

今
回
の
支
援
事
業

は
、
こ
れ
ま
で
支
援
の
対
象
と
な
ら

な
か
っ
た
事
業
者
の
方
々
や
、
支
援

を
受
け
て
い
て
も
経
営
環
境
が
改
善

さ
れ
な
い
事
業
者
の
方
々
か
ら
新
た

な
支
援
の
要
望
が
あ
り
、
本
市
独
自

に
検
討
し
て
い
た
も
の
で
す
。

　

売
上
げ
の
減
少
率
や
業
種
な
ど
の

条
件
を
緩
和
し
、
感
染
拡
大
防
止
対

策
を
講
じ
て
い
る
事
業
者
に
対
し
、

龍
ケ
崎
市
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
感
染
拡
大
防
止
対
策
等
事
業
者

等
協
力
金
を
交
付
す
る
こ
と
と
し
た

も
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
、
当

協
力
金
に
つ
い
て
は
、
困
窮
す
る
事

業
者
の
方
々
を
速
や
か
に
支
援
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特

に
緊
急
を
要
す
る
事
業
で
あ
る
と
考

え
た
と
こ
ろ
で
す
。

　審議された主な議案の内容と、本会議で行われた議案に対する質疑の一部について掲載しています。
　議案を所管する委員会においても、議案等の審査を行っており、その審査内容の一部を次ページに掲載して
います。

本会議
▼
第
４
回
定
例
会
（
11
月
）

市議会だより 200号（４）

▲令和５年度から定年が、　　　　　
　段階的に引き上げられます

▲感染拡大防止対策を行う
   事業者に対し協力金を支給


